
 

 日本弁理士会東海支部では、地方公共団体、中小・ベンチャー企業関係者及び一般の方々を対象に、休日

パテントセミナーを開講しており、当年度は長野県長野市において開講いたします。 

 特に当年度につきましては、「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協

定」に基づき、長野県との共催により実施します。 

 今回のセミナーが知的財産関係者のみならず、これから知的財産を学ぼうという方にとりましても参考に

なり、また今後のご活動の一助になれば幸甚に存じます。 

■テーマ 「中国における特許・商標トラブルを防止するためには」 

 「iPadの販売を即時停止せよ」、「損害賠償として6億5千万円支払え」。中国にて外国企業が中国企

業による権利行使を受け、敗訴する事例が多発しています。中国政府による特許強化政策、中国企業の

知的財産権に対する意識の高まりにより、外国企業が逆に中国企業に提訴されるケースはもはや珍しい

ものではなくなりました。 

 しかしながら、中国における特許権及び商標権を巡る紛争は、日本とは異なる中国特有の制度を把握

し適切に対応しておくこと訴訟リスクを十分に低減することができます。また日本では見落としがちな

実用新案、意匠、著作権についても中国だからこそ取るべき必要な措置があります。 

 本セミナーでは、日本との違いを踏まえた上で中国での特許・商標の権利化の勘所、中国特許訴訟の

現状、中国での特許権侵害を未然に防止するための手段を分かり易く解説致します。 

■講 師 弁理士 河 野 英 仁 

■日 時 平成２５年１１月３０日（土） １３：３０～１６：００ （受付 １３：００より） 

■会 場 ホテルサンルート長野 「銀扇」（長野市末広町1356 TEL:026-228-2222） 

     ※ＪＲ長野駅善光寺口側 

■定 員 ３６名（定員になり次第、締め切らせていただきます） 

■主 催 長野県・日本弁理士会東海支部（運営：日本弁理士会東海支部 長野県委員会） 

■参加費 無 料 

■対 象 一般、ベンチャー起業を目指す人、中小企業の経営者、知的財産関係者 

長野県・日本弁理士会との知的財産支援協定に基づく 

「休日パテントセミナー２０１３in長野」 

－中国知的財産権セミナー－ 

＜申込方法・申込書・会場案内図は裏面に掲載＞ 

※１．パテント【patent】とは、特許及び特許権のことです。 

※２．知的財産（知財）権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である工業所有権（産業財産権）に著作権を含めた総称です。 

※３．会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備下さい。 
※４．インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。開催の有無は当支部ホームページでご確認下さい。 
※５．日本弁理士会東海支部は、愛知・岐阜・三重・静岡・長野県を管轄しております。 



 □◆お申し込み方法 

聴講のお申し込みにつきまして、インターネット又は郵便、ファクシミリ（下記申込書に所定事項をご記

入の上本状を送付して下さい）にて下記当支部までお申し込み下さい。 

またメールでのお申し込みの場合は、申込書の所定事項を必ずご明記の上、下記メールアドレスまでお申

し込み下さい。 

なお誠に勝手ながら、参加可否のご連絡につきましては、参加不可の場合のみご連絡を差し上げますこと

あらかじめご了承下さい。 

□◆締切り：平成２５年１１月２６日（火） 

□◆申込み、お問合せ先 日本弁理士会東海支部 

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル８階 

TEL052-211-3110 FAX052-220-4005 e-mail:info-tokai@jpaa.or.jp 

ホームページ http://www.jpaa-tokai.jp/ 

※いただきました個人情報は、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。また当支部からのイベント情報の提供に利

用させていただくこともあります。 

＜休日パテントセミナー２０１３ｉｎ長野 参加申込書＞ 

日本弁理士会東海支部 行（FAX052-220-4005） 

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名

連 絡 先

職　　業

（〒　　　－　　　　　）

電　話（　　　　）　　　　－　　　　　  ＦＡＸ（　　　　）　　　　－

■以下該当するものを○でお囲み下さい。

１．経営者・代表者　　　　２．勤務者（法務・知財・開発・設計・製造・その他）

３．士　業　　　　　　　　４．学　生　　　　　　　　５．主　婦

６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

会場案内図 

 


